
平成３０（2018）年度決算　町の健全化判断比率

令和元年11月５日から
印鑑登録証明書の様式等が変わります

１ マイナンバーカード (個人番号カード)
     の交付

２ マイナンバーカード(個人番号カード)       
　 の申請サポート

健全化判断比率

資金不足比率

　「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」に基づき、健全化判断比率と資金不足比率を公表しま
す。
　平成30年度の健全化判断比率は、４指標ともに「健全」段階となりました。
　また、公共下水道事業特別会計において、資金不足比率が算定されましたが、平成31年度から地方公営
企業法を適用するにあたり算定されたものです。資金不足比率は6.4％となりましたが、経営健全化基準
の20％に達するものではないため、全ての会計において、「健全」段階となりました。

▶実施場所＝住民課(正面玄関入口からお入りください。)
▶実施日時＝毎月１回　日曜日　午前8時30分～正午
※これ以降の日程は、決まり次第広報等でお知らせします。
▶実施業務＝

(平日は午前8時30分～午後5時15分、
木曜日は午後7時まで受付)
《持参するもの》
①個人番号カード交付・電子証明書発行通知書
  兼照会書(役場から発送したハガキです)
②通知カード
③住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
④本人確認書類(運転免許書等の公的機関発行
　の写真付きのもの１点または健康保険証等の   
　「氏名＋生年月日」もしくは「氏名＋住所」が
　記載されているもの２点)
⑤印鑑登録証(お持ちの方のみ)
※マイナンバーカードを受け取れるのは原則本
　人のみとなります。15歳未満の方は法定代理
　人(父母等)と一緒に来庁ください。

①旧氏＊(旧姓)欄の追加
　住民票等への旧氏記載の請求をされて
　いる方のみ旧氏が記載されます。
②旧氏の印鑑も登録できます
　①同様、住民票等への旧氏記載の請求
　をされている方のみ、旧氏の印鑑が登
　録できます。
③性別表記欄の削除
　男女の別の表記を削除します。

※旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の
　戸籍上の氏のことです。氏はその人に
　かかる戸籍、または除かれた戸籍に記
　載がされています。

本人が郵送、パソコン、スマートフォンにより申請
できますが、住民課でも申請のサポートを実施し
ています。
(平日の午前8時30分～正午、
午後１時～午後5時15分）
《持参するもの》
①個人番号カード交付申請書(紛失された場合　
　は窓口で再発行できます。)
②本人確認書類(左記１の④参照)
※写真を撮影しますので必ず本人が来庁くださ　
　い。15歳未満の方は法定代理人（父母等）と一
　緒に来庁ください。受付から申請完了まで１人
　あたり15分～30分かかります。
※住民票等、各種証明書の発行は行いません。　
　御不明な点は下記までお問い合わせください。

健全化判断比率・・・地方公共団体の財政の早期健全化や再生の必要性を判断する①～④の財政指標。

　①実質赤字比率・・・・一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示すもの。

　②連結実質赤字比率・・全ての会計を合算して、町としての赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の

　　　　　　　　　　　度合いを示すもの。

　③実質公債費比率・・・町債（借金）の返済のために、町税等の経常的な収入がどの程度使われてい　

　　　　　　　　　　　るかを指標化し、町債による財政負担の度合いを示すもの。

　④将来負担比率・・・・町が将来に向けて負担することになるお金の現時点での残高を指標化し、将来

　　　　　　　　　　財政を圧迫する可能性の度合いを示すもの。

資金不足比率・・・・公営企業特別会計（一般会計とは切り離して、独立採算制をとっています。）の資金

                不足を、公営企業の事業規模となる「料金収入」の規模と比較して指標化し、公営企

                業の経営状態の悪化の度合いを示すもの。「健全」段階と「経営健全化」段階との２つ

                に区分される。

早期健全化基準・・自主的な改善努力による財政の健全化が求められる基準（イエローカード）。

財政再生基準・・・・国などの関与による確実な再生に取り組む基準（レッドカード）。

経営健全化基準・・「経営健全化計画」を作り、自主的な改善努力により公営企業の健全化を図るべき

　　　　　　　　基準。

▶問い合わせ先＝企画課　財政係　☎　   ９１１９56

▶問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　   ９１２５56

▶問い合わせ先＝住民課　総合窓口係　☎　   ９１２５56
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会　　　計 経営健全化基準上三川町の比率

水道事業会計

公共下水道事業
特別会計

２０．００％

農業集落排水事業
特別会計

上三川　花子 栃木

昭和55年1月23日

栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地

この写しは、登録された印影と相違ないことを証明する。

令和元年11月5日

星野　光利
上三川
町長印栃木県河内郡上三川町長
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上三川町の
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早期健全化基準

（イエローカード）

１３．４６％ ２０．００％

１８．４６％ ３０．００％

２５．０％ ３５．０％

３５０．０％ －

財政再生基準

（レッドカード）

４．４％

６．４％

①実質赤字比率
－

（赤字なし）

－

（赤字なし）

－
（資金不足なし）

－
（資金不足なし）

－

（算定なし）

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率
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一般会計

公営企業特別会計
水道事業
公共下水道事業
農業集落排水事業

公営事業特別会計
国民健康保険事業
介護保険事業
後期高齢者医療

小山広域保健衛生組合
石橋地区消防組合ほか

上三川町農業公社
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マイナンバーカード(個人番号カード)の
休日交付と休日申請サポートについて

～11月24日(日)・12月15日(日)に実施します～

5 広報かみのかわ　2019.11.1


